
  

 

中部地区医師会立ぐしかわ看護専門学校 学則 

 

第１章   総則  

（目的） 

第１条 本校は、看護師を志望する者に基礎的な知識、技術、態度を習得させ、豊かな教養と人格を

備えた地域の保健、医療、福祉に貢献し得る看護の実践者を育成する。 

 

（名称） 

第２条 本校は中部地区医師会立ぐしかわ看護専門学校と称する。 

 

（位置） 

第３条 本校の位置は、沖縄県うるま市字昆布長尾原1832-1に置く。 

 

第２章 課程・学科・修業年限・定員・学期及び休業日 

（課程・学科および修業年限） 

第４条 本校は医療専門課程看護学科３年課程とし、就業年限は３年とする。 

 

（在学年数） 

第５条 学生が在学できる年限は６年とする。 

２ 転入学にあっては学校長が定める在学すべき年数の２倍に相当する年数とする。 

 

（学生定員および学級数） 

第６条 学生定員は１学年80名、総定員240名とし、学級数は各学年２学級とする。 

 

（学年） 

第７条 学年は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

 

（学期） 

第８条 学年は次の２期とする。 

前期 ４月１日から９月30日まで 

後期 10月１日から翌年３月31日まで 

 

（休業日） 

第９条 本校の休業日は次のとおりとする。 

１）土曜日・日曜日 

２）国民の祝日 

３）沖縄県慰霊の日（６月23日） 

４）開校記念日  （５月２日） 

５）季節休暇は、夏季休暇４週間、冬季休暇２週間、春季休暇３週間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、学校長が特に必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日

においても臨時に授業を行うことができる 

 



  

第３章 入学・転入学・転学・休学・復学・退学及び除籍 

(入学の時期） 

第１０条 本校の入学時期は毎年4月とする。 

 

（入学資格） 

第１１条 本校に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ学校が行う入学試験に合格 

した者でなければならない。 

（1）学校教育法第９０条第１項に規定により、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若し

くは通常の課程による１２年の学校教育を修了した者、又は文部科学大臣の定めるところに

より、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 

（2）学校教育法施行規則第150条第１項により、高等学校を卒業した者と同等の学力があると認

められたものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 ① 外国において学校教育における12年の教育課程を修了した者又はこれに準ずるもの 

で文部科学大臣の指定したもの 

 ② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

 ③ 専修学校の高等課程で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に

修了した者 

 ④ 文部科学大臣が指定した者 

 ⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規 

程による大学入学資格検定に合格した者を含む） 

 

（入学志願手続き） 

第１２条 本校に入学を志願する者（以下「入学志願者」とする）は、学校長が定める期日までに、

入学検定料を添えて必要書類を学校長に提出しなければならない。 

２ その他、必要な事項は入学に関する規程に定める。 

 

（入学試験） 

第１３条 学校長は、入学志願者に対して、推薦入学試験と一般入学試験を行い、その成績により 

選考するものとする。 

２ 入学試験は、筆記試験及び面接試験とする。 

３ その他、必要な事項は入学に関する規程に定める。 

 

（入学手続き及び許可） 

第１４条 前条の入学試験に合格した者は、保証人２名と連署のうえ所定の書類を指定する期日ま

でに提出すると共に入学金を納入しなければならない。 

２ 学校長は、前項の手続きを終えた者に対して入学を許可する。ただし、不正な手段により許可を

受けた者については、入学許可の取り消しができる。 

 

（転入学） 

第１５条 本校に転入学を希望する者は、必要書類を添えて申請しなければならない。但し、学年に

欠員があり、かつ前校における教育進行状況が本校と同等以上である場合に限り許可するこ

とができる。 



  

２ 前項の規定により転入学が許可された者の既に修得した授業科目、単位数及び時間数の取り扱

い並びに年次・在学すべき年数については、教育会議の議を経て、学校長が認定する。 

３ 転入学の時期は、前期開始時（4月）、後期開始時（10月）とする。 

４ その他、必要な事項は転入学、転学、休学、復学、退学に関する規程に定める。 

 

（転学） 

第１６条 学生が転学しようとするときは、保証人連署のうえ所定の書類にその理由を記載して提

出し、学校長の許可を受けなければならない。 

２ その他、必要な事項は転入学、転学、休学、復学、退学に関する規程に定める。 

 

（休学） 

第１７条 学生が傷病その他やむを得ない事由により、3ヶ月以上修学することができない場合は、

保証人連署のうえ所定の書類に理由を記載して提出し、学校長の許可を得なければならない。

但し、その理由が傷病である場合は、医師の診断書を添付しなければならない。 

２ 学生が傷病その他の理由により修学することが適当でないと認められる場合は、学校長は休学

を命じることができる。 

３ 休学の期間は1年以内とする。但し、第１項の許可を得た学生が休学期間の延長を願い出て、学

校長が引き続き休学させる必要があると認めたときは、さらに1年以内の休学を許可することがで

きる。 

４ その他、必要な事項は転入学、転学、休学、復学、退学に関する規程に定める。 

 

（復学） 

第１８条 休学中の学生が復学しようとするときは、保証人連署のうえ所定の書類を提出し、学校長

の許可を得なければならない。但し、休学の理由が傷病による場合は、医師の診断書を添付し

なければならない。 

２ その他、必要な事項は転入学、転学、休学、復学、退学に関する規程に定める。 

 

（退学） 

第１９条 学生は傷病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、保証人連署のうえ

所定の書類を提出し、学校長の許可を得なければならない。 

２ その他、必要な事項は転入学、転学、休学、復学、退学に関する規程に定める。 

 

（除籍） 

第２０条 学校長は各号のいずれに該当する場合、教育会議の議を経て除籍することができる。 

  （1）第５条に規定する在学年数を超えたとき 

  （2）死亡したとき 

  （3）授業料などの納付金を滞納し、且つ督促してもなお納入しないとき 

２ その他、必要な事項は除籍に関する規程に定める。 

 

第４章 教育課程及び単位認定 

（授業科目、単位数、時間数） 

第２１条 本校における授業科目、単位数及び授業時間数については別表1のとおりとする。 



  

２ 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成する

ことを標準とし、次の基準により計算するものとする。 

  （1）講義及び演習については、15時間から30時間の範囲をもって１単位とする。 

  （2）実験、校内実習及び実技については、30時間から45時間をもって1単位とする。 

  （3）臨地実習については、30時間から45時間をもって１単位とする。 

 

（単位の認定及び成績の評価） 

第２２条 学校長は、授業科目の出席すべき時間数の３分の２以上出席し、その試験に合格した者に

単位の取得を認定する。 

２ 成績の評価は、試験または実習評価に基づき行う。 

３ 評価の時期は、科目終了時とする。 

４ 評価は、優、良、可、不可で表し、優･良･可を合格とする。 

５ その他、必要な事項は履修規程に定める。 

 

（既修得単位の認定）  

第２３条 学校長は、学生が入学前に大学や短期大学及びその他の学校養成所等において履修した

授業科目について修得した単位を、本校の教育内容に相当するものと認められる場合、教育会

議の議を経て既修得単位として認定することができる。 

２ その他、必要な事項は履修規程に定める。 

 

（追試験、追実習） 

第２４条 学校長は、傷病その他やむを得ない事由により評価を受けることができなかった者に対

し、追試験若しくは追実習を受けることを許可することができる。 

２ 追試験、追実習に関し必要な事項は履修規程に定める。 

 

（再試験、再実習） 

第２５条 学校長は、評価が不可となった者に対し、再試験若しくは再実習を受けることを許可する

ことができる。 

２ 再試験・再実習に関し必要な事項は履修規程に定める。 

 

第５章  卒業 

（卒業の認定） 

第２６条 学校長は、第２１条に定める授業科目を履修し、別表１に定める卒業に必要な単位を修得

した者に対して、教育会議の議を経て卒業を認定する。 

 

第６章  賞罰 

（表彰） 

第２７条 学校長は、他の模範となる者を表彰することができる。 

２ その他、必要な事項は賞罰に関する規程に定める。 

 

(懲戒） 

第２８条 学校長は、学則に反し、学生としての本分に著しく反する行為があった学生に対し、学校

運営委員会の承認を得て、懲戒することができる。 

２ その他、必要な事項は賞罰に関する規程に定める。 



  

第７章   入学金・授業料などの納付 

（入学金・授業料及びその他費用） 

第２９条 入学金、授業料およびその他の費用については、納付しなければならない。 

２ その他、必要な事項は納付金に関する規程に定める。 

 

第８章   健康管理 

（健康管理） 

第３０条 学校長は、学校保健安全法第６条に基づき、学生に対し年1回以上の健康診断を行う。 

２ その他、必要な事項は健康管理に関する規程に定める。 

 

第９章   組織及び会議 

（職員） 

第３１条 学校には次の職員を置く。 

１）学校長    ２）副学校長   ３）教務部長   ４）実習調整者 

５）専任教員   ６）事務部長   ７）事務職員   ８）教務事務 

９）その他職員（校医、スクールカウンセラー、非常勤講師、図書司書、実習指導教員） 

２ その他、必要な事項は職務規程に定める。 

 

（会議） 

第３２条 会議は前条の職員をもって組織する。ただし、学校長が必要と認めたときは、その他の 

必要な者を出席させることができる。 

２ その他、必要な事項は会議規程に定める。 

 

第１０章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第３３条 学校長は、外国人で本校に入学を希望する者があるときは、書類選考の上第１３条に規定

する入学試験を行い、それに基づいて、学校運営委員会の承認を得て、入学を許可することが

できる。 

２ その他、必要な事項は外国人留学生規程に定める。 

 

第１１章  個人情報の取扱い 

（個人情報の取扱い） 

第３４条 学校長は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）に基づき、学生等に関

する個人情報の適正な取扱いを確保するものとする。 

２ その他、必要な事項は個人情報の取扱いに関する規程に定める。  

 

第１２章 防災･防犯の対応 

（防災・防犯対策等） 

第３５条 学校長並びに教職員は、学生等の安全確保のため災害及び防犯に対する必要な措置を講

じるものとする。   

２ その他、必要な事項は、防災･防犯に関する規程に定める。 

 

第１３章 図書室 

（図書の整備、図書室の管理・運営） 



  

第３６条 学校長は、学生の学習を支援するため、図書室を設置し、修学に必要な図書を整備し、適

切に管理・運営しなければならない。 

２ その他、必要な事項は図書室管理規程に定める。 

 

第１４章 施設・設備管理 

（施設・設備の管理） 

第３７条 学校長は、円滑で安全な教育活動が行えるよう、校内の施設・設備等を整備し、適切な管

理のために必要な処置を講じなければならない。    

２ その他、必要な事項は施設設備等管理規程、看護実習室管理規程に定める。 

 

第１５章 自己点検・自己評価 

（自己点検・自己評価） 

第３８条 学校は、教育の一層の充実を図り、教育の目的及び社会的使命を達成するために、教育活

動等の状況について、自ら点検及び評価を行うものとする。 

２ その他、必要な事項は自己点検・自己評価規定に定める。 

 

   第１６章 雑則 

（雑則） 

第３９条 この学則に定めるもののほか、学校の運営に関する必要な事項は学校長が別に定める。 

 

  附則 

この学則は、平成20年４月１日から施行する。 

  附則 

この学則は、平成21年４月１日から施行する。 

  附則 

この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

  附則 

この学則は、平成28年10月１日から施行し、第28条については平成26年４月１日から適用する。 

  附則 

この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

ただし、学則第21条別表１は、令和４年度入学生から適用するものとし、令和３年度以前に入

学した学生については、従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

別表１                 教 育 課 程 

 


